
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通称「紀の川柿」 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年明けまして 

おめでとうございます。 

旧年中は本会運営に関しまして、多大なるご理

解ご協力を賜り、誠にありがとうございました。

改めて感謝申し上げます。 

令和３年２月２２日、西暦２０２１年２月２２

日は行政書士制度７０周年となる節目の年であり

ます。日本行政書士会連合会では１０月２６日に

ホテルオークラに於いて、記念式典が挙行されま

した。来賓として高円宮憲仁親王妃久子様、山東

昭子参議院議長、金子総務大臣、大谷直人最高裁

判所長官のご臨席を仰ぎ、粛々と執り行われまし

た。コロナ禍の中で出席者数を抑えての式典であ

りました。 

我が会も新年２月４日に同様の趣旨の記念式典

を予定しています。祝賀会も併せて執り行う予定

でありますが、新型コロナウイルスであるオミク 

 

ロン株によって第６波爆発が起こる可能性もあり

ますので、最終判断はまだの状態です。 

また年末に総務省よりマイナンバーカードの代

理申請を行政書士会に委託するとの要請があり、

会員各位に伝達して希望者を募って対応します。

１月から３月と限られた期間設定がありますが、

了承の上取り組みます。 

これはデジタル化社会に向けての手段、条件と

言うべきかと思料しますが、マイナンバーカード

の普及率が５０％に届いていない現状で如何にデ

ジタル化への推進を図るのか、政府も頭の痛いと

ころである。 

行政書士がその手助けが出来るかどうか期待し

たい。 

新年は寅年、２０２２年は壬寅（みずのえと

ら）優しい寅らしい。 

一年一年があまりにも早足で右往左往している

のが実情であるが、兎にも角にも会員の皆様には

ご健勝で幸多い一年でありますように御祈念申し

上げる次第であります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年 
８月 

 ２日（月） ＡＤＲ特別委員会 

３日（火） 専門士業理事会・幹事会（笠野会長、

太田副会長出席） 

〃   業務部会 

４日（水） 運輸交通業務特別委員会 

６日（金） 女性部会 

１０日（火） 和歌山放送との打ち合わせ 

１１日（水） 無料相談会 

１９日（木） 県技術調査課来訪 

２３日（月）  建設特別委員会打ち合わせ 

２４日（火）  経理部会 

２７日（金） 会システム打ち合わせ 

９月 
８日（水） 無料相談会 

７～８日  日行連経理部会（ＺＯＯＭ会議）笠野

会長出席 

１０日（金） 正副会長会議 

正副会長・支部長・部長合同会議 

１４日（火） 試験委員会  

１６日（木） 入会説明会 

１７日（金） 人権研修会 

２４日（金） 建設特別委員会総会 

２７日（月） 女性行政書士による女性の為の無料相 

談会 

２８日（火） 和歌山放送ラジオ出演（笠野会長、神山

広報部長） 

〃   広報部会 

２９日（水） 入会説明会 

３０日（木） 実務研修会 

１０月 

１日（金） 広報月間（伊都支部、新東支部） 

４日（月） 広報月間（新東支部） 

５日（火） 広報月間（海南支部、有田支部、御坊支

部） 

７日（木） 広報月間（海南支部、田辺支部） 

８日（金） 広報月間（田辺支部） 

９日（土） 街頭無料相談会 

１２日（火） 広報月間（那賀支部） 

１３日（水） 電話無料相談会 

１５日（金） 広報月間（和歌山市支部） 

１８日（月） 近協申請取次行政書士担当者会議 

（ＺＯＯＭ会議）川端理事出席 

２０日（水） 総務部会 

２１日（木） 行政書士試験事前説明会 

２５日（月） 監察打ち合わせ 

２７日（水） 綱紀委員会 

２８日（木） 大阪国税局来訪 

２９日（金） 企画部会・企画部研修会 

１１月 

４日（木） 近畿女性行政書士担当者会議（ＺＯＯＭ

会議）柳部会長出席 

５日（金） 監察部官公署への陳情 

〃   近協ＨＰ担当者会議（尾崎ＩＣＴ委員

長、中島同副委員長ＺＯＯＭ出席） 

〃   空き家意見交換会（北井業務部長出  

席） 

１０日（水） 無料相談会 

   １１日（木） 中間監査 

１４日（日） 行政書士試験 

１５日（月） 女性行政書士による女性の為の無料相

談会 

   〃   正副会長会議 

１７～１８日 日行連理事会・会長会（笠野会長出席） 

１８日（木） 国土・農地専門部会 

１９日（金） 女性部会・研修会 

２３日（火） 運輸交通業務特別委員会研修会 

２５日（木） 日行連と近協各単位会との連絡会 

（笠野会長、西山・池田・尾崎・及川・

太田各副会長、中島総務部長、出席） 

２６日（金） 専門士業よろず無料相談会（相談員 太

田副会長、神山理事出席） 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政書士業務を廃止される方へ 

 

行政書士はその業を廃止しようとする時は、

遅滞なくその旨を所属の行政書士会を経由して

日本行政書士会連合会に届けなければならない

とされています。（行政書士法施行規則第１２条）

行政書士業務の廃止を予定されている方は、廃

止予定日が決まったら事前に本会にご連絡頂

き、案内に従い、届出いただけますようお願い致

します。 

なお、月末に業務の廃止を予定している場合

は、必ず届出書類を和歌山会事務局にその月の

２０日必着でご提出ください。（日行連への直送

は不可） 

遅れた場合は翌月処理となり、翌月の会費を

納めて頂くことになりますので、ご注意くださ

い。 



 

 

 

 

令和３年１０月２９日（金）休暇村 紀州加太において、 

尾崎達哉副会長を講師に企画部研修会を開催しました。 

第一部 「現場でのドローンの利活用・飛行に関する許認可等、ルールについて」 

行政書士業務現場での利活用法や顧問先建設業者からの相談対応、ドローンの届出等 

について研修を行いました。 

第二部 「屋外模擬撮影」 

実際にドローンを飛ばしてデモンストレーションを行い、その後撮影した映像を見ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１１月１４日（日）和歌山ビッグ愛とプラザホープに 

おいて、本年度の行政書士試験が実施されました。監督員として 

ご協力いただきました会員の皆様ありがとうございました。 

来年度以降も引き続きご協力お願い申し上げます。 

 



 

 

 

表紙写真説明 

 

伊都支部、仲谷会員の農園で栽培されている、

通称「紀の川柿」です。 

たねなしの渋柿、刀根（とね）早生という品種

に８月中旬頃から、固形アルコールを入れたビ

ニール袋を被せ、木になった状態で脱渋を行い

ます。 

毎年、キャラバン広報活動が行われる１０月

初旬から中旬が収穫時期となります。 

 

炭酸ガスで脱渋した果実が“かきいろ”なの

に対し、樹上脱渋処理を行うと渋みの成分であ

るタンニンが時間をかけてゆっくりと不溶化

し、果肉が茶色っぽい色合いになります。 

同じ樹木から収穫された果実とは思えないほ

ど風味や甘さも違い、猛暑の中、ひと手間をか

ける原動力になっています。 

 

伊都支部の周辺では“紀の川柿”という商品

名でブランド化しております。また、山形では

“柿しぐれ”と呼ばれ、単純に“樹上脱渋柿”と

いう商品名で店頭にならぶこともあるかと思い

ます。 

 

 

 

令和３年度第３回幹事会議事録 

１．開催日時  令和３年１２月３日（金）PM2:30～2:40 

２．開催場所  和歌山ビッグ愛 １２０１号室 

３．出 席 者 

〈支部長〉笠野義二 

〈副支部長〉西山悦雄、池田卓司、尾崎達哉 

〈幹事長〉及川成昭〈副幹事長〉太田 光 

〈幹 事〉加藤、尾和、青石、神山、坂田、中島、森本、 

栩野、早田、川端、川合 

＊氏のみ 以上１７名 

〈オブザーバー〉〈会計監事〉前島宏俊、宮本幹也 

４．報告事項 

衆議院議員選挙の結果について 

 

 

 

 

令和３年度第３回理事会議事録 

１．開催日時  令和３年１２月３日（金）PM3:00～5:00 

２．開催場所  和歌山ビッグ愛 １２０１号室 

３．出 席 者 

〈会 長〉笠野義二 

〈副会長〉西山悦雄、池田卓司、尾崎達哉、及川成昭 

太田 光 

〈理 事〉加藤、尾和、神﨑、青石、岩橋、神山、北井、 

坂田、中島、中畑、中原、前島、室谷、森本、 

宮本、栩野、早田、川端、加茂、川合 

＊氏のみ 以上１７名 

〈オブザーバー〉石倉督斗監事、髙井己依子監事、 

原田ＩＣＴ特別委員 

４．議案審議 

第１号議案 空き家専門相談員の増員について 

（業務部より） 

採決の結果、第１号議案は異議なく可決承認された。 

第２号議案 マイナンバーカードの代理申請手続事業の 

実施に向けた具体的取り組みについて 

採決の結果、第２号議案は異議なく可決承認された。 

第３号議案 ＩＣＴ特別委員会規約の一部変更について 

採決の結果、第３号議案は原案通り可決承認された。 

第４号議案 封印管理委員会運営細則(準則)の一部変更 

について 

採決の結果、第４号議案は原案通り可決承認された。 

５．協議事項 

①デジタル化対応について 

②１日を要する会務の場合の日当加算について 

６．報告事項 

①綱紀事案について 

②元会員について 

③中間監査の報告について 

④広報月間の報告について 

⑤令和３年度監察巡回の報告について 

⑥日行連と近協各単位会との連絡会の報告について 

 

⑦行政書士試験について 

⑧行政書士法制定 70 周年記念式典（案）について 

⑨行政書士制度７０周年総務大臣表彰及び日行連会長 

特別表彰受賞者について 

⑩職務上請求書について 

⑪企画部・総務部・実務研修委員会合同研修会について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

今年度１０月の広報月間では、各支部では支部エリア内の各官公署への訪問を始め、街頭無料相談会が実施

されました。 

広報月間に先駆け、９月２８日に和歌山放送ラジオ「グッデイ」に笠野会長がご出演され、行政書士広報月

間と行政書士業務についてＰＲをしていただきました。 

以下、概略ではありますが、本会・各支部の無料相談会等について皆様にご報告いたします。 

①電話相談 本会はじめ、海南・有田・田辺・新東支部にて実施。 

②対面無料相談 本会はじめ（後述）、新東、有田の各支部にて実施。 

③その他媒体関係 自治体広報誌（県民の友） 

         新聞広告（紀伊民報等） 

         ラジオ広告（ＦＭワカヤマ・和歌山放送） 

         報道（和歌山放送、ＦＭワカヤマ） 

         その他の配布物（電光掲示板、有田支部・無料相談会案内チラシ配布、海南支部・海南市

有料広告） 

広報月間にご協力いただいた会員の皆様、本当にお疲れさまでした。 

 

 

 

 

 

本年度も下記のとおり街頭無料相談会を開催しました。 

 

１０月は日本行政書士会連合会が推し進める、行政書士制度 

広報月間であります。 

この活動の一環として、行政書士ＡＤＲセンター和歌山 

との共催による無料相談会を行い、少しでも行政書士を街 

の法律家として身近に感じて頂けたらとの思いで、各先生方にご協力を頂きました。 

 今回は和歌山駅前のＪＡビル１Fアグリテラスをお借りしての開催となり、会場設置中に早くも来場された

相談者に、しばらくお待ちいただいたのですが、先生のご厚意で対応して頂いたため、実際は１２時３０分頃

からの開催となりました。大変喜んで頂けたと思います。 

 

記 

＜日時＞       令和３年１０月９日（土） 午後１時～午後４時 

＜会場＞       ＪＡビル１Ｆアグリテラス 

＜相談内容・件数＞  相続関係   ２件 

           相隣関係   １件 



 

 

 

令和３年１２月１日（水）、和歌山県ＪＡ ビル和ホールにて、「インボイス制度につ

いて」の研修会が開催されました。和歌山税務署職員による講演に、参加者は熱

心に聴講していました。 

インボイス制度とは、簡略に言うと、以下の通りです。 

１．適格請求書（インボイス）とは？ 

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの。 

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 

２．インボイス制度とは？ 

＜売手側＞ 

 売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）か 

ら求められたときは、インボイスを交付しなければなりません（また、 

交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります）。 

＜買手側＞ 

  買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手 

（売手）である登録事業者から交付を受けたインボイス（※）の保存等が必要となります。 

（※）買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項（インボイスに記載が必要な事項）が記載され取引相手の確認を受けたもの

を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。 

この制度は、令和５年１０月より開始され、制度開始から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、令和５年３月３１日までに登

録申請をする必要があります。 

〇詳細は国税庁ＷＥＢサイト内「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。 

また、国税庁では、「インボイスコールセンター」にて相談を受け付けております。専用ダイヤルは☎０１２０－２０５－５５３（無料・９時～１７

時／土日祝除く）まで。 

+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-++:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+ 

 

この度、広報部に入部させていただきました。岡畑真生と申します。 

私は、学生の頃から空手道部に所属し、卒業してからは西浜の日本拳法道場に入門し、現在ここで指導員をしています。 

思えば 30 年ほど武道に携わって来ているのですから、自分でも驚きです。 

自分自身は、心身ともに強く在りたいと日々稽古に励み、子供たちには、自分を育てるために 

は強く在りなさいと指導していますが、実際に社会人となれば単純な腕っぷしなど役に立つもので 

はなく、礼儀作法や我慢強さなどの精神面はともかく、物理的対抗力という一面のみにおいては日 

本拳法など無駄であるとも思えます。 

一念発起し、法律家への道に踏み出しました。法律は良くも悪くも万人に平等ですし、現代社会 

では唯一の戦う手段であり、これこそ使い方次第だと思えたからです。とは言え、行政書士は紛争に 

は関われません。しかし、これを未然に防ぐための公正証書を作成したり、多種申請など資金援助 

の手助けなどといった方法で困っている人々の助けになれる仕事だと思います。仕事が上手くいけ 

ば顧客は大喜び、私も報酬が貰えて大喜び。なんてすばらしい仕事なんだろう。と、新人ながら思 

っています。 

現在コロナ禍の影響で、コロナ対策補助金の知名度が高く、これに関する補助金、支援金の申 

請の業務を頂くことが出来ました。今後は幅広く建設業許可や相続に絡む業務にも当たれることが 

出来ればと考えています。 

行政書士の仕事は守備範囲が想像以上に広く、試験に受かってからも日々勉強の毎日です。法律家になろうとした初心を忘れず、業

務に当りたいと思います。 今後とも、先輩方のご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

◇新入会員 ※個人情報保護のため事務所所在地の一部と電話番号の掲載を省略しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆退 会 者 （敬称略） 
（廃業者） 

伊藤 廣勇（田辺）Ｒ３． ８．３１付  ・  山本 楠美（田辺）Ｒ３．９．３０付 

木村 博孝（那賀）Ｒ３．１１．３０付 
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   編 集 後 記 

岡畑 真生 

会員の皆様には、日頃から広報活動へのご協力誠にありがとうございます。 

さて、ようやくコロナ感染者数も落ち着いてきた今日この頃。とは言え、ウイルスの季節は冬。先生方各位にお 

かれましては油断無きようよろしくお願いいたします。 

思えばこのコロナ禍が残したものは何だったのでしょうか。自粛警察の暴言や、マスク拒否がニュースを騒がせ 

ました。多くの店舗が撤退し、アロチは閑散としていました。 

一方で休業、時短補助金で助かったという話も聞きます。 

行政書士としては、コンサルタント業務を含めたコロナ補助金の申請が増えたのではないでしょうか。言わばコ 

ロナチャンスともいえる時期だったのかもしれませんが、コロナ禍が残した爪痕はまだまだ癒えることなく、さら

に新たな政策が打ち出されるように思えます。今後もこうした時代の編纂に伴い、業務も追従出来る部分があるの

かもしれません。広報部と致しましても対外的には業務の拡大を、対内的には新しい情報の発信に努めていきたい

と考えています。我々広報部の情報のみならず、会員の皆様の情報ご意見、ご要望があればより良い紙面づくりに

繋がります。 

今後とも、ご支援ご協力のほどよろしくお願い致します。 

氏   名   西島  靖 

所属 支部   和歌山市支部 

入会年月日  令和３年９月１日 

事 務 所    和歌山市寄合町４０ 

氏   名   中  慎之介 

所属 支部   和歌山市支部 

入会年月日  令和３年９月１５日 

事 務 所    和歌山市湊通丁北４－４０ 

※属性    行政書士の使用人 


